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－令和６年度発注工事等に係る入札・契約手続きの審議結果－ 

 

                                               滋賀県入札監視委員会 

                          委員長 北根 安雄 

 

１ 概  要 

  滋賀県入札監視委員会（以下「本委員会」という）は、公共工事のより一層の透

明性の確保ならびに公正な競争の促進を図ることを目的に、平成11年度に設置さ

れた第三者機関である。また、入札・契約手続きの適正化を図るために、公共工事

の発注者が取り組むべき施策を定めた「公共工事の入札及び契約の適正化を図るた

めの措置に関する指針」においても、発注者を監視する機関の設置が求められてい

るところである。 

  建設産業においては、令和６年度から改正労働基準法により建設業においても時

間外労働の上限規制が適用されている。また、国土交通省のi-Construction2.0の

策定により、今後、建設現場のオートメーション化が加速することで省人化が進む

など、発注者・受注者を取り巻く環境は、近年大きく変化している。 

このことから、入札・契約手続の適正な執行を図り、公正性、競争性および透明

性を確保するという入札監視委員会の設置の意義は、より大きくなってきている。 

  本委員会は、今日までに102回におよぶ委員会を開催し、建設工事等にかかる入

札・契約手続き、業者選定、入札参加停止等の諸手続きの公正性の審議を行ってき

た。 

昨年度、滋賀県が発注した建設工事等1,610件から18件を抽出して入札・契約

手続きの審議を行った。 

  本委員会は、ここに、滋賀県が令和６年度に発注した工事等に係る入札・契約手

続きについて、審議結果を取りまとめ、報告する。 
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２ 入札・契約手続きに関する審議経過 

（１）審議対象および審議対象工事等の抽出 

   本委員会における審議対象は、滋賀県が発注した建設工事および工事に係る調

査、測量、設計等の委託業務で、それぞれ予定価格250万円以上※のものとして

いる。審議の対象とする工事等の抽出については、委員長を除く各委員が予め定

められた輪番により担当し、１回の審議につき２名の委員がそれぞれの見識によ

り抽出することとしている。 

令和６年度発注工事等の審議を行った３回の定例会議では、このように抽出し

た18件の対象工事等（以下、「令和６年度審議対象工事等」という）について

（２）で示す方法により審議を行った。 

   なお、令和６年度発注工事等における入札方式別の内訳は、別紙１、各定例会

議における令和６年度審議対象工事等の詳細は、別紙２に掲げるとおりである。 

 

  ※令和７年７月30日以降は、400万円以上 

 

（２）審議方法 

   定例会議の場では、滋賀県が発注した建設工事等に係る入札・契約手続きの運

用状況について報告を受けるとともに、抽出した審議対象工事等ごとに事案説明

調書、入札公告、入札結果調書、図面をはじめとした関係資料に基づき、各発注

機関の担当者から当該抽出工事等にかかる入札・契約手続きの詳細およびその根

拠、経過等について説明を受けた。その上で、公正性等について厳正に審議を行

ったものである。 

 

３ 入札・契約手続きに関する審議結果 

  令和６年度に発注された建設工事等に係る入札・契約制度の運用、入札参加停止

等の措置、および抽出された令和６年度審議対象工事等に係る入札参加資格の設

定、指名業者の選定等の入札・契約手続きについては、定められた基準等に従い、

適正な方法により行われていたことを確認した。 

  以上により、本委員会は、令和６年度に滋賀県において執行された入札・契約の

手続きは適正に実施されたものと認める。 

  なお、令和６年度に発注された建設工事等において、談合情報が寄せられた事案

は無かった。 
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４ 再苦情申立て等に関する審査結果 

  本委員会は、知事の諮問に応じ、再苦情申立て等についても審査し、その結果を

報告するものとされている。 

令和６年10月から令和７年９月までの間に、知事から本委員会に対して再苦情

申立てに関する諮問が１件、請負工事成績再説明請求に関する諮問が１件あった。 

再苦情申立ておよび再説明請求は同一の案件に関するものであり、再苦情申立て

に関する諮問内容は契約違反に対する県の注意の妥当性を審査するものであった。 

具体には、受注者が設計図書に示されていない部分を発注者の指示なく施工した

こと、完了届を提出しなかったこと、完了検査後に工事目的物の引き渡しの申し出

を行わなかったことに加え、目的物の引き渡しを請負代金の支払い完了と同時に行

うように発注者が請求したにも関わらず、請求に応じなかったことについて県が文

書注意を行った、というもので、審査の結果、県の対応は適正であるとした。 

再説明請求に関する諮問内容は、同案件における成績評定が受注者の自己採点と

差があることについて県の評定の妥当性を審査するものであった。 

具体には、受注者の自己採点では86点と主張されたが、県では請負工事成績評

定実施要領に基づき各評価項目において適切に評価を行っており、前述の契約違反

に関係する法令順守に係る項目の減点もあるため57点と評価し通知した、という

もので、審査の結果、県の成績評定は適正であるとした。 

 

５ 付帯意見 

 本委員会の審議の過程において、より望ましい入札・契約制度の構築に向けて、

各委員から提言があった事項を付帯意見として報告する。 

  本委員会は、これまで、競争性の確保や、適正な価格で良質な社会資本を県民に

提供するなどの観点から、一般競争入札の適用範囲の拡充や、多様な入札方式の導

入・運用等について提言してきた。 

  令和６年度発注工事等に係る入札・契約手続きの審議においては、付された意見

はなかった。 

 

６ 滋賀県入札監視委員会報告書の付帯意見に対する措置状況 

  滋賀県入札監視委員会報告書（以下「報告書」という）では、５で付した意見に対

する滋賀県の措置状況を確認し、翌年の報告書に記すこととしている。 

  令和６年報告書においても、審議の過程で委員から出された意見を付帯意見とし

て報告したところ、この意見に対し、滋賀県において次表のとおり措置されている

ことを確認した。 
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  本委員会の目的である公共工事のより一層の透明性の確保ならびに公正な競争の

促進に向けて、今後も取り組まれることを期待する。 

 

令和６年報告書の付帯意見に対する措置状況 

令和６年報告書 付帯意見 付帯意見に対する措置状況 

 より望ましい入札・契約制度の構築に向けて  

今後も、公共工事等の入札・契約の更なる適

正化に向けた検討を進めるとともに、すでに導

入している諸制度について、実施状況を踏まえ

ながら、競争性と目的物等の品質を確保しつ

つ、第三次・担い手３法※をはじめとする受発

注者の働き方改革につながる検討・見直しに努

められたい。 

 

 受発注者の働き方改革を推進するため、総合

評価方式の評価項目において、これまでの完全

週休２日に加え、祝日にも現場閉所を行う「週

休２日＋αの取組」を新たに加点項目とした。

  

※ 公共工事の品質確保の促進に関する法律・建設業法・公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律の改正法（令和６年６月改正） 
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令和６年度滋賀県入札監視委員会 委員名簿 

 

 

（任期：令和５年10月１日～令和７年９月30日） 

氏 名 備    考 

北 谷 裕 惠 弁護士 

北 根 安 雄 京都大学大学院教授 

小 林 泰 三 立命館大学理工学部教授 

須 藤 陽 子 立命館大学法学部教授 

福 谷 晃 一級建築士 

福 山 智 子 立命館大学理工学部教授 

（５０音順） 
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滋賀県入札監視委員会開催状況 

 

 

第 98 回  令和６年11月25日開催 

     ［年次報告］ 

・年次報告書の審議 

     ［定例会議］（審議対象：令和６年４月１日から令和６年７月31日まで） 

・県発注工事等に関する入札・契約手続きの運用状況について 

・抽出された工事等の審議 

 

第 99 回  書面開催 

      ・滋賀県入札監視委員会運営要領の改正について 

 

第 100 回  令和７年３月25日開催 

     ［定例会議］（審議対象：令和６年８月１日から令和６年11月30日まで） 

・県発注工事等に関する入札・契約手続きの運用状況について 

・抽出された工事等の審議 

 

第 101 回  令和７年７月７日開催 

      [再苦情等処理会議] 

      ・契約違反に対する注意にかかる再苦情申立ての審議 

      ・請負工事成績評定点にかかる再説明の審議 

 

第 102 回  令和７年７月 30日開催 

     ［定例会議］（審議対象：令和６年12月１日から令和７年３月31日まで） 

・県発注工事等に関する入札・契約手続きの運用状況について 

・抽出された工事等の審議 

      ・滋賀県入札監視委員会運営要領の改正について 
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令和６年度発注工事等内訳（審議対象工事等内訳） 

 

 

入札契約方法 

 

 

件 数 

 

 

金 額 

（千円） 

 
審議対象 

事案抽出数
 

 ① 一般競争入札 

  うち 低入札価格調査対象 

     談合情報 

 

1,593 

63 

0 

72,436,353 

8,788,895 

0 

 

15 

6 

0 

 

 ② 指名競争入札 

うち 低入札価格調査対象 

     談合情報 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 ③ 随意契約 

  うち プロポーザル方式 

 

17 

2 

 

369,431 

54,351 

 

3 

1 

 

 

計 

 

1,610 

 

 

72,805,784 

 

18 

 

 

 

（参考）令和５年度実績 

 

 

1,742 

 

 

77,165,452 

 

18 

 

 

別紙１ 
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